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年末調整の変更点とポイント 

  

 

  

 

働き方の多様化と働き方改革を後押しする観点から、2018 年の所得税改正において、給与所得に適用され

る「給与所得控除額を一律 10万円引き下げ」、どのような所得にでも適用される「基礎控除額を 10万円引き上

げる」ことになりました。改正の適用は 2020年 1月 1日からとなりますが、2019年分の年末調整にも影響があ

り、その内容を確認していきます。 

■2019年分の年末調整のポイント 

 2019年の年末調整では、2020年（令和 2年）分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書について記載の変

更と追加点があります。 

1.配偶者や扶養親族の「所得の見積額」の変更 

扶養控除等申告書は、年末調整時に当年分と翌年分を従業員に渡します。翌年（2020 年）分は、改正により

判定基準の見直しが行わ

れたため、配偶者や扶養

親族の 2020年分の「所得

の見積額」を記載する際

に 10 万円引き上がること

を周知しておくことが重要

です。（次頁４．参照） 

2.単身児童扶養者の欄

が追加 

扶養控除等申告書の

一番下の欄に「単身児童

扶養者」の欄が追加され

ました。児童扶養手当を

受給している単身の親で、

その年分の合計所得金額

が 135万円以下の場合に、

2021 年（令和 3 年）より住

民税が非課税となります。（次頁Ｑ＆Ａ Ｑ３．参照） 

■2020年 1月から適用される所得税改正の内容 

１．給与所得控除の引き下げ 

給与所得控除額が一律 10万円引き下げられます。さらに給与等の収入金額（年収）が 850万円を超えた場合、

給与所得控除は上限金額 195万円（2019年の上限は、収入金額 1,000万円、給与所得控除 220万円）となりま

す。2020年からは年収 850万円を超える個人について、増税となります。 

２．基礎控除の引き上げ 

基礎控除額は一律 10万円引き上げられます。ただし、合計所得金額が 2,400万円を超える個人については

段階的に控除額が減少し 2,500万円超で基礎控除の適用がなしになります。 

３．所得金額調整控除の新設 

年収850万円を超える個人は給与所得控除の引き下げにより増税されることになりますが、介護や子育て世 

帯の負担軽減のため別枠で調整を図る新しい控除の項目が設けられました。この調整に該当する場合、改正

前と同じ税負担になるように設計されています。 



 

４．配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件の見直し 

給与所得控除の引き下げにより、配偶者控除や扶養控除などの所得控除の対象かどうかを判定する合計

所得金額の基準が 10 万円引き上げられます。2020 年分からは次の表の金額が判定基準となり、今回の年末

調整で翌年分の扶養控除等申告書を記載するときに注意すべき内容になります。 

判定対象者 
合計所得金額 

～2019年 2020年～ 

同一生計配偶者及び扶養親族 38万円以下 48万円以下 

配偶者特別控除の対象となる配偶者 38万円超 123万円以下 48万円超 133万円以下 

勤労学生 65万円以下 75万円以下 

  

 

 

 

 

  昨年から始まった配偶者控除関係は、納税者本人と配偶者の「両方」の所得の見積額から控除額を

計算することになります。配偶者控除等申告書に控除額が一覧表として記載されているので、金額区分

を間違わないように注意します。その他 iDeCo（イデコ）の掛金を支払っている従業員は、保険料控除申

告書に記載し、送られてくる「小規模企業共済等掛金払込証明書」を勤務先に提出します。 

 

 

 

  年末調整では、年収が確定していない時期に年末調整書類を提出することになります。所得の見積

額の計算が従業員に求められ、計算がわからず、「書類の差し戻し」「計算のやり直し」「書き直し」など

訂正のための業務負担が増えることも想定されます。人事部や総務部は、手際よく進められるよう、改

正点や計算方法について従業員への周知を丁寧に行うことが大切です。なお、2020年 1月の給与計算

から、改正内容が反映された源泉徴収税額表での源泉徴収が必要になりますので、その旨も併せて通

知しておくといいです。システムを利用する場合は、計算ミス等が大きく減ることになりますが、提出期限

をしっかりと守らせることが重要になります。 

 

 

 

  単身児童扶養者とは、受給者本人が、原則としてその年の 12 月 31 日の現況で、次の三つの要件の

すべてに当てはまる人です。 

①児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母である者 

②現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にある場合を含む。)をしていない者 

または配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の生死

が明らかでない者 

③児童扶養手当の対象児童の合計所得金額が 48万円以下 

                         

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ３．単身児童扶養者とは具体的にはどのような人になりますか？ 

 【赤坂事務所】  東京都港区赤坂3-2-12 赤坂NOAビル6F           TEL：03-3224-8888  FAX：03-5575-3331 

【荒川事務所】  東京都荒川区荒川3-21-2-105                    TEL：03-3802-8101  FAX：03-3805-2070 

【立川事務所】  東京都立川市曙町2-34-13 オリンピック第3ビル5F    TEL：042-548-8001  FAX：042-548-8002 

【大阪事務所】  大阪市西区江戸堀1-9-1 肥後橋センタービル7F     TEL：06-6449-8682  FAX：06-6449-8683 

【長野事務所】  長野県飯田市松尾上溝2700-1 MATOIビル2F       TEL：0265-59-8070  FAX : 0265-59-8077 

【 URL 】http://www.actus.co.jp    【 MAIL 】 info@actus.co.jp  

ア ク タ ス 税 理 士 法 人 

アクタスマネジメントサービス㈱ 

Ｑ２．年末調整の実務作業をするにあたり、注意しておくべき点はありますか？ 

 

Ｑ１．2019年の年末調整の内容で他にも留意しておくべき項目はありますか？ 

 

http://www.actus.co.jp/
mailto:info@actus.co.jp

